
○広島県屋外広告物条例による地域、場所、物件の指定 昭和三十九年七月三十日 告示第六百十四号 沿革    １ 昭和４４年 ６月１４日 告示第 ４６３号  １２ 平成１１年 ４月 １日 告示第 ４１３号 ２ 昭和４５年 ３月２０日 告示第 ２５８号  １３ 平成１６年 ４月 １日 告示第 ５５４号 ３ 昭和４９年 ４月２３日 告示第 ３５２号  １４ 平成１７年 １月３１日 告示第 １２７号 ４ 昭和５０年 ３月１１日 告示第 ２２８号  １５ 平成１７年 ２月 ３日 告示第 １６４号 ５ 昭和５２年 ７月１５日 告示第 ５１６号  １６ 平成１７年 ３月１０日 告示第 ３１８号 ６ 昭和５３年 ３月２４日 告示第 ２４７号  １７ 平成１７年 ３月１７日 告示第 ３６８号 ７ 昭和５５年 ４月 １日 告示第 ３１７号  １８ 平成１７年 ３月２２日 告示第 ３８８号   ８ 昭和６０年 ４月３０日 告示第 ４７３号  １９ 平成１８年 ３月 ２日 告示第 ２２８号   ９ 平成 ３年１２月２０日 告示第１３９４号  ２０ 平成１９年 ３月１９日 告示第 ２８２号  １０ 平成 ５年 ４月 １日 告示第 ４１５号  ２１ 平成２２年 ９月 ２日 告示第 ７３０号 １１ 平成１０年 ３月２４日 告示第 ３５７号       
 広島県屋外広告物条例(昭和二十四年広島県条例第七十二号)第二条及び第三条の規定により、知事が指定する地域若しくは場所又は物件を次のように指定し、昭和三十九年八月一日から適用する。 なお、昭和二十四年広島県告示第七百十六号(広島県屋外広告物条例の規定に基き、知事が指定する道路、地域及び範囲を指定)は、昭和三十九年七月三十一日限り廃止する。 一 広島県屋外広告物条例(昭和二十四年広島県条例第七十二号。以下「条例」という。)第二条第一項の規定により、知事が指定する地域又は場所は、次に掲げる地域又は場所とする。ただし、広島市、尾道市及び福山市の区域に係るものを除く。 
1 条例第二条第一項第二号の規定により、知事が指定する地域 広島県文化財保護条例(昭和五十一年広島県条例第三号)第三十六条第一項の規定により、広島県史跡又は広島県名勝として指定された地域 
2 条例第二条第一項第五号の規定により、知事が指定する道路 一般国道及び主要地方道(県道のうち道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第五十六条の規定により指定されたものをいう。以下同じ。) 
3 条例第二条第一項第五号の規定により、知事が指定する範囲 
(一) 西日本旅客鉄道株式会社山陽新幹線鉄道の線路用地の両側一、〇〇〇メートル以内の地域 
(二) 高速自動車国道(高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第七条第一項の規定により区域が決定された後供用が開始されるまでの間の当該区域内の土地を含む。以下同



じ。)の用地の両側一、〇〇〇メートル以内の地域 

(三) 鉄道(西日本旅客鉄道株式会社山陽新幹線鉄道を除く。)の線路用地並びに一般国道及び主要地方道の用地の両側三〇〇メートル以内の地域 二 条例第三条第一項の規定により、知事が指定する地域又は場所は、次に掲げる地域又は場所とする。ただし、広島市、尾道市及び福山市の区域に係るものを除く。 
1 条例第三条第一項第一号の規定により、知事が指定する地域 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第二章の規定により定められた第一種住居専用地域のうち廿日市新住宅市街地開発事業の施行区域及び風致地区のうち厳島風致地区の全域 
2 条例第三条第一項第二号の規定により、知事が指定する地域 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第百九条第一項若しくは第二項又は同法第百十条第一項の規定により、史跡又は名勝として指定され、又は仮指定された地域 
3 条例第三条第一項第三号の規定により、知事が指定する地域 当該建造物の周囲で五〇メートル以内の地域 
4 条例第三条第一項第九号の規定により、知事が指定する地域 
(一) 安芸郡海田町南堀川町一三一五番地の三から安芸郡海田町窪町二二一六番地の一に至る区間の一般国道二号の用地 
(二) 廿日市市宮島口一丁目二六一六番二三地先から同市宮島口一丁目九〇九七番三地先に至る最大高潮時海岸線から陸岸側二〇メートルの地域 
(三) 呉市警固屋町地内「音戸の瀬戸公園」の区域の周囲で二〇〇メートル以内の地域。ただし、家屋連たん区域(連たんする戸数が一〇戸以上ある区域をいう。以下同じ。)を除く。 

(四) 呉市音戸町坪井三丁目日附鼻北端、同町字古観音地内古観音山山頂三角点標石、同町字長尾地内長尾山頂三角点標石及び同町高須三丁目双見鼻北端を順次結んだ三直線と同町日附鼻北端から双見鼻北端に至る最大高潮時海岸線とによつて囲まれた地域。ただし、家屋連たん区域を除く。 

(五) 呉市川尻町地内柏島・竹原市忠海町地内棚林山島及び甲賊島・三原市幸崎町地内宇和島及び同市大原町地内鯨島 
(六) 西日本旅客鉄道株式会社呉線大乗駅構内西端から須波駅構内東端に至る鉄道の線路用地から展望できる海岸線側の接続地域。ただし、家屋連たん区域を除く。 

(七) 高速自動車国道及び自動車専用道路(道路法第四十八条の二第一項又は第二項の規定による指定を受けた道路又は道路の部分をいう。)の用地（休憩所又は給油所の存する区域のうち、知事が指定する区域を除く。） 
(八) 河内インターチェンジから三原市本郷町善入寺字南妙見九二番地の二に至る区間の主要地方道広島空港線の用地及びこれから展望できる両側五〇〇メートル以内の地域 
(九) 三原市本郷町上北方字用倉口七五六番二三から二級河川沼田川右岸及び本郷インターチェンジに至る区間の主要地方道広島空港本郷線の用地及びこれから展望できる両側五〇〇メートル以内の地域 



(十) 山陽自動車道(三原市本郷町、竹原市及び東広島市河内町の区域に係るものに限る。)の用地から展望できる両側五〇〇メートル以内の地域 三 条例第三条第二項の規定により、知事が指定する地域及び物件は、次に掲げる地域及び物件とする。 
1 条例第三条第二項第二号の規定により、知事が指定する地域 広島市、尾道市及び福山市を除く広島県の区域 
2 条例第三条第二項第二号の規定により、知事が指定する公共施設 隧道、高架の道路、高架の鉄道及び分離帯 
 改正文(昭和四四年六月一四日告示第四六三号)抄 昭和四十四年六月十四日から適用する。 

 改正文(昭和四五年三月二〇日告示第二五八号)抄 昭和四十五年四月一日から適用する。 
 

(昭和四九年四月二三日告示第三五二号) 
 

(昭和五〇年三月一一日告示第二二八号) 
 

(昭和五二年七月一五日告示第五一六号) 
 改正文(昭和五三年三月二四日告示第二四七号)抄 昭和五十三年四月一日から適用する。 

 

(昭和五五年四月一日告示第三一七号) 
 改正文(昭和六〇年四月三〇日告示第四七三号)抄 昭和六十年五月一日から施行する。 

 改正文(平成三年一二月二〇日告示第一三九四号)抄 平成四年一月一日から施行する。 
 改正文(平成五年四月一日告示第四一五号)抄 平成五年四月一日から施行する。 
 改正文(平成一〇年三月二四日告示第三五七号)抄 



平成十年四月一日から施行する。 
 

(平成一一年四月一日告示第四一三号) 
 

(平成一六年四月一日告示第五五四号) 
 改正文(平成一七年一月三一日告示第一二七号)抄 平成十七年二月一日から施行する。 

 改正文(平成一七年二月三日告示第一六四号)抄 平成十七年二月七日から施行する。 
 改正文(平成一七年三月一〇日告示第三一八号)抄 平成十七年三月二十日から施行する。 
 改正文(平成一七年三月一七日告示第三六八号)抄 平成十七年三月二十二日から施行する。 
 改正文(平成一七年三月二二日告示第三八八号)抄 平成十七年三月二十八日から施行する。ただし、二の部二の項の改正規定は、同年四月一日から施行する。 
 

(平成一八年三月二日告示第二二八号) 
 改正文(平成一九年三月一九日告示第二八二号)抄 平成十九年四月一日から施行する。 

 

(平成二二年九月二日告示第七三〇号) 
 


